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１２�月�定� 会�例� 委員会の審査報告
12月定例会中の総務常任委員会、
市民環境常任委員会、建設水道常任
委員会、文教福祉常任委員会が審査
した内容について、その一部をお知
らせします。

【
審
査
項
目
】

●
議
案
第
１
２
６
号
　
宇
治
市
文

化
会
館
の
管
理
に
か
か
る
指
定
管

理
者
を
指
定
す
る
に
つ
い
て

市
か
ら
次
の
と
お
り
説
明
が
行

わ
れ
た
。

指
定
管
理
者
制
度
に
つ
い
て
は
、

平
成
17
年
６
月
に
当
委
員
会
で
、

指
定
管
理
者
制
度
に
移
行
す
る
た

め
の
、
あ
る
い
は
市
が
直
接
管
理

を
行
う
た
め
の
条
例
改
正
に
つ
い

て
審
議
し
、
８
月
に
は
候
補
者
選

定
に
か
か
る
基
本
的
な
考
え
方
に

つ
い
て
報
告
し
た
。
そ
の
後
、
指

定
管
理
者
の
指
定
手
続
等
に
関
す

る
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
手

続
を
進
め
、
今
回
議
案
と
し
て
提

出
す
る
も
の
で
あ
る
。

宇
治
市
文
化
会
館
に
つ
い
て
、

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体
は
財
団

法
人
宇
治
市
文
化
セ
ン
タ
ー
で
あ

る
。
指
定
の
期
間
は
平
成
18
年
４

月
１
日
か
ら
平
成
22
年
３
月
31
日

ま
で
の
４
年
間
で
、
今
定
例
会
で

可
決
さ
れ
れ
ば
で
き
る
だ
け
早
く

覚
書
を
締
結
し
た
い
と
考
え
て
い

る
。こ

れ
に
対
し
委
員
か
ら
、
市
民

生
活
の
豊
か
さ
を
反
映
す
る
市
の

大
切
な
財
産
で
あ
る
こ
の
施
設
の

適
正
な
管
理
、
設
立
の
目
標
や
理

念
の
よ
り
一
層
の
向
上
、
公
共
性

の
維
持
の
必
要
性
等
に
つ
い
て
質

疑
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
後
、
採
決
が
行
わ
れ
、
本

議
案
は
全
会
一
致
で
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
し
た
。

【
審
査
項
目
】

●
議
案
第
１
２
１
号
　
宇
治
市
火

災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
制
定
す
る
に
つ
い
て

市
か
ら
次
の
と
お
り
説
明
が
行

わ
れ
た
。

消
防
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

す
べ
て
の
住
宅
に
、
住
宅
用
防
災

警
報
器
等
の
設
置
が
義
務
づ
け
ら

れ
、
本
市
に
お
い
て
も
住
宅
火
災

に
お
け
る
初
期
消
火
・
早
期
避
難

を
図
る
新
た
な
防
火
対
策
と
し
て

火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
で
あ
る
。
住
宅
用
防
災
機

器
は
、
通
常
、
台
所
・
寝
室
・
階

段
に
設
置
す
る
が
、
最
も
火
気
使

用
の
多
い
台
所
に
は
調
理
の
煙
や

湯
気
に
よ
る
誤
報
を
抑
え
る
た
め

に
熱
式
の
感
知
器
を
、
寝
室
や
階

段
に
は
煙
式
の
感
知
器
を
設
置
す

る
。
こ
の
他
、
山
林
で
の
喫
煙
を

制
限
す
る
条
項
が
新
た
に
規
定
さ

れ
、
ボ
イ
ラ
ー
に
用
い
る
蒸
気
管

が
可
燃
性
の
壁
を
貫
通
す
る
場
合

な
ど
に
遮
熱
材
と
し
て
利
用
さ
れ

て
い
た
石
綿
の
文
言
を
削
除
す
る
。

こ
れ
に
対
し
委
員
か
ら
、
警
報

器
等
の
設
置
義
務
に
違
反
し
た
場

合
の
罰
則
規
定
、
設
置
費
用
及
び

助
成
制
度
、
設
置
の
啓
発
活
動
、

悪
質
な
訪
問
販
売
に
対
す
る
防
止

策
、
山
林
火
災
の
予
防
の
た
め
の

規
制
、
集
会
所
の
設
置
義
務
、
設

置
指
導
の
対
象
な
ど
に
つ
い
て
質

疑
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
後
、
採
決
が
行
わ
れ
、
全

会
一
致
で
本
議
案
は
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
し
た
。

宇治市文化会館の指定管理者を決定
＜財団法人宇治文化センターが指定管理者に＞

火災予防条例を一部改正
＜住宅用防災警報器の設置を義務付け＞

【
審
査
項
目
】

●
議
会
議
案
第
３
号
　
宇
治
市
木

造
住
宅
耐
震
改
修
工
事
費
助
成
条

例
を
制
定
す
る
に
つ
い
て

提
案
者
の
議
員
か
ら
次
の
と
お

り
説
明
が
行
わ
れ
た
。

本
市
内
に
存
在
す
る
木
造
住
宅

の
約
半
数
は
、
建
築
基
準
法
が
改

正
さ
れ
た
昭
和
56
年
以
前
に
建
て

ら
れ
た
地
震
に
弱
い
危
険
な
住
宅

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
地
震
に
対
す

る
木
造
住
宅
等
の
安
全
性
の
向
上

を
図
り
、
震
災
に
強
い
街
づ
く
り

を
推
進
す
る
と
同
時
に
、
不
況
対

策
と
し
て
市
内
中
小
業
者
の
振
興

に
資
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
木
造

住
宅
等
の
耐
震
改
修
工
事
に
要
す

る
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る
条
例

を
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
委
員
か
ら
、
想
定

の
耐
震
改
修
工
事
件
数
と
予
算
額
、

総
合
評
点
の
診
断
方
法
、
助
成
対

象
の
優
先
順
位
、
耐
震
改
修
と
リ

フ
ォ
ー
ム
の
区
別
、
助
成
対
象
費

用
、
本
条
例
案
の
公
益
性
、
市
内

中
小
業
者
の
基
準
、
賃
貸
住
宅
の

耐
震
改
修
、
市
の
簡
易
耐
震
診
断

制
度
、
そ
の
他
の
資
金
融
資
制
度
、

施
工
に
対
す
る
行
政
の
チ
ェ
ッ
ク

の
強
化
な
ど
に
つ
い
て
質
疑
が
行

わ
れ
た
。

そ
の
後
、
民
主
市
民
ネ
ッ
ト
委

員
か
ら
反
対
討
論
を
、
日
本
共
産

党
宇
治
市
会
議
員
団
委
員
か
ら
賛

成
討
論
が
行
わ
れ
、
採
決
の
結
果
、

本
議
案
は
賛
成
少
数
で
否
決
す
べ

き
も
の
と
決
し
た
。

【
審
査
項
目
】

●
請
願
第
17
―
９
号
　
土
曜
日
も

全
て
の
育
成
学
級
を
開
級
す
る
こ

と
を
求
め
る
請
願
に
つ
い
て

請
願
の
趣
旨
に
つ
い
て
議
会
事

務
局
か
ら
次
の
と
お
り
説
明
が
行

わ
れ
た
。

地
域
で
の
子
ど
も
の
生
活
を
め

ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
の
悪
化
の

中
で
、
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
支

援
、
地
域
で
の
安
全
・
安
心
な
毎

日
の
生
活
を
保
障
す
る
学
童
保
育

の
必
要
性
が
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
本
市
で
は
土
曜

日
の
開
級
が
８
定
点
の
み
と
な
り
、

送
迎
が
困
難
等
の
理
由
に
よ
り
一

人
で
待
た
せ
て
出
勤
す
る
事
態
な

ど
が
発
生
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、

子
ど
も
が
安
全
に
過
ご
せ
る
よ
う
、

親
が
安
心
し
て
働
け
る
よ
う
、
土

曜
日
も
全
て
の
育
成
学
級
を
開
級

す
る
よ
う
要
望
す
る
。

こ
れ
に
対
し
委
員
か
ら
、
土
曜

日
の
利
用
児
童
数
、
育
成
学
級
の

少
人
数
化
が
与
え
る
影
響
、
学
校

に
お
け
る
教
育
委
員
会
と
健
康
福

祉
部
の
連
携
問
題
、
土
曜
日
の
通

級
申
請
者
の
う
ち
４
分
の
１
し
か

通
級
し
て
い
な
い
理
由
、
定
点
実

施
の
当
初
の
目
的
が
果
た
せ
て
い

な
い
問
題
、
保
護
者
の
実
態
把
握

等
の
質
疑
が
行
わ
れ
た
。

次
に
民
主
市
民
ネ
ッ
ト
委
員
か

ら
反
対
討
論
が
、
日
本
共
産
党
宇

治
市
会
議
員
団
委
員
か
ら
賛
成
討

論
が
行
わ
れ
、
採
決
の
結
果
、
賛

成
少
数
で
不
採
択
す
べ
き
も
の
と

決
し
た
。

木造住宅耐震改修工事費助成条例を
＜賛成少数で条例案は否決に＞

土曜日も全ての育成学級開級を
＜賛成少数で請願は不採択に＞

▲菟道第二小学校育成学級

▲宇治市文化会館

（
要
旨
）国
会
及
び
政
府
、

関
係
機
関
に
送
付

し
ま
し
た
。

決�
議�

意�
見�
書�

●�

犯罪から子どもたちを
守るための決議

宇
治
市
内
で
、
小
学
６
年
生
の
女

児
が
殺
害
さ
れ
る
痛
ま
し
い
事
件
が

発
生
し
た
。
二
度
と
こ
の
よ
う
な
悲

惨
な
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
が

な
い
よ
う
子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て

暮
ら
し
健
や
か
に
育
つ
宇
治
市
を
つ

く
り
あ
げ
る
た
め
、
市
及
び
教
育
委

員
会
に
万
全
の
対
策
を
と
ら
れ
る
よ

う
求
め
、
議
会
も
市
民
と
と
も
に
子

ど
も
た
ち
の
安
全
の
た
め
に
全
力
を

注
ぐ
こ
と
を
こ
こ
に
決
意
す
る
。

耐震強度偽装問題に
関する意見書

耐
震
強
度
偽
装
問
題
に
つ
い
て
、

次
の
事
項
を
早
急
に
行
う
よ
う
求
め

る
。
①
居
住
者
の
安
全
を
最
優
先
し
、

移
転
先
の
確
保
と
財
政
措
置
を
講
じ

る
こ
と
②
事
件
の
徹
底
究
明
③
事
件

発
覚
か
ら
公
表
ま
で
相
当
な
時
間
が

経
過
し
て
お
り
危
機
管
理
体
制
の
抜

本
的
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
④
建
築

確
認
段
階
に
お
け
る
構
造
計
算
の
審

査
実
態
の
調
査
及
び
結
果
の
公
表
⑤

再
発
防
止
を
徹
底
す
る
措
置
の
導
入

米国産牛肉の輸入再開を即刻
中止することを求める意見書

政
府
は
Ｂ
Ｓ
Ｅ
発
生
で
停
止
し
て

い
た
米
国
産
牛
肉
の
輸
入
再
開
を
決

定
し
た
。
米
国
産
牛
は
、
異
常
プ
リ

オ
ン
が
た
ま
る
可
能
性
の
あ
る
特
定

危
険
部
位
を
焼
却
処
分
せ
ず
、
肉
骨

粉
の
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
米

政
府
の
利
益
を
最
優
先
に
、
国
民
の

意
見
や
専
門
家
の
声
を
な
い
が
し
ろ

に
し
て
、
食
品
の
安
全
を
後
退
さ
せ

る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
輸
入
再
開
を

即
刻
中
止
す
る
よ
う
求
め
る
。

議会制度改革の早期実現に
関する意見書

議
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
次
の

事
項
が
改
正
さ
れ
る
よ
う
求
め
る
。

①
議
長
へ
の
議
会
招
集
権
の
付
与
②

議
決
権
の
拡
大
③
専
決
処
分
要
件
の

見
直
し
及
び
不
承
認
時
、
首
長
の
対

応
の
義
務
化
④
議
会
へ
の
付
属
機
関

設
置
の
許
可
及
び
内
部
機
関
設
置
の

自
由
化
⑤
調
査
権
・
監
視
権
の
強
化

⑥
地
方
自
治
法
第
２
０
３
条
か
ら

「
議
会
の
議
員
」
を
除
き
、
職
務
遂

行
の
対
価
を
適
切
な
名
称
へ
改
称

義務教育費国庫負担制度の
堅持に関する意見書

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
は
、

教
育
の
機
会
均
等
と
そ
の
水
準
の
維

持
向
上
を
図
る
た
め
、
確
立
さ
れ
た

制
度
で
あ
る
。
本
制
度
が
廃
止
さ
れ

た
場
合
、
市
町
村
の
教
育
予
算
全
体

に
影
響
を
与
え
る
恐
れ
が
あ
り
、
義

務
教
育
の
水
準
が
下
が
り
格
差
が
生

ま
れ
る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。
義
務

教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
現
行
水
準

を
維
持
し
、
教
育
の
機
会
均
等
が
引

き
続
き
確
保
さ
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。

真の地方分権改革の
確実な実現に関する意見書

地
方
分
権
改
革
実
現
の
た
め
、
次

の
事
項
を
求
め
る
。
①
地
方
交
付
税

の
所
要
総
額
の
確
保
②
３
兆
円
規
模

の
確
実
な
税
源
移
譲
③
都
市
税
源
の

確
保
④
真
の
地
方
分
権
改
革
の
た
め

の
第
２
期
改
革
⑤
義
務
教
育
費
及
び

施
設
整
備
費
国
庫
補
助
負
担
金
の
税

源
移
譲
⑥
法
定
率
分
の
引
上
げ
等
の

確
実
な
財
源
措
置
⑦
地
方
財
政
計
画

の
決
算
乖
離
の
同
時
一
体
的
な
是
正

⑥
国
と
地
方
の
協
議
の
場
の
制
度
化

イラクから自衛隊の
即時全面撤退を求める意見書

政
府
は
、
期
限
切
れ
と
な
る
自
衛

隊
の
イ
ラ
ク
派
兵
期
限
の
１
年
間
延

長
を
閣
議
決
定
し
た
。
派
兵
延
長
は
、

約
７
割
の
人
が
派
兵
継
続
に
反
対
し

て
い
る
国
内
世
論
に
そ
む
き
、
す
で

に
14
カ
国
が
撤
退
し
、
４
カ
国
が
撤

退
を
開
始
し
て
い
る
国
際
的
流
れ
に

背
を
向
け
る
、
イ
ラ
ク
復
興
の
道
理

に
あ
わ
な
い
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

た
だ
ち
に
自
衛
隊
を
イ
ラ
ク
か
ら
全

面
撤
退
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
る
。

地方の道路整備の促進と
財源の確保に関する意見書

円
滑
で
快
適
な
道
路
交
通
及
び
歩

行
者
等
の
安
全
な
通
行
確
保
の
た
め
、

幹
線
道
路
及
び
生
活
道
路
の
整
備
が

急
務
と
な
っ
て
い
る
。
道
路
特
定
財

源
の
見
直
し
論
議
が
な
さ
れ
る
な
か
、

制
度
の
趣
旨
を
踏
ま
え
つ
つ
、
道
路

特
定
財
源
以
上
に
一
般
財
源
を
充
当

し
整
備
を
行
っ
て
い
る
実
情
を
勘
案

の
う
え
、
地
方
に
お
け
る
着
実
な
道

路
整
備
に
向
け
て
、
安
定
的
な
財
源

を
措
置
さ
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。


